建物/借地賃借の覚書
中国語訳中国語訳中国語訳
賃貸人　甲　張卓然(以下、甲という)と賃借人　乙　中日本総業株式会社(以下、乙という)は、 令和2年11月Ο日付け(建物/借地賃貸借)契約書の詳細に関して以下のとおり合意し、ここに覚書を交わした 。
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第1条(厨房の改装)
　建物1階の現厨房に関しては全てを取り除き、乙にて厨房としての機能を持たない部屋へと改装する事に合意する。
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第2条(屋外の改装)
建物1階（賃借予定部分）の屋外造作物については取壊し/撤去を乙にて行う事に合意する。
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第3条(修理分担金)
入居時に支払う「修理分担金：495,000円」について本覚書第1条、第2条、にて実施される改装内容を退去時に原状回復を乙に対して求めない為の費用として授受する事に合意する。
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第4条(原契約との関係)
本覚書は、原契約書と一体をなすものとする。
以上、甲乙丙の間で賃料改定に関して合意した証として、 本書を2通を作成し、甲乙丙それぞれ署名捺印のうえ各1通を保有する 。
また、原契約と同じく本契約に起因又は関連して生じた裁判上の紛争については、名古屋地方裁判所又を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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令和2年11月Ο日
　　　　賃貸人(甲)住　所
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　(自署又は記名/捺印)
　
　　　　賃借人(乙)住　所
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会社名　　　　　　　　　　　　　　 　社印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　 　印
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